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（名称） 

第１条 本会は、《宮ヶ谷ネット運営委員会》と称する。 

（目的） 

第２条 地域コミュニティを活性化することで、夢の発掘・育成・支援を行うことを目的

とする「宮ヶ谷ネット」の運営を行う。 

（会員の範囲） 

第３条 本会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。 

（役員） 

第４条 本会は、次の役員を置き、会員の中から選出する。 

（1） 会長１名・副会長１名・会計 1名 

（2） 会長は、本会の会長として、一切の任務を司る。 

（3） 役員が空席の場合は、会長が兼務する。 

（役員の任期） 

第５条 役員の任期は、１年（4月 1日～翌年 3月 31日）とする。但し、再任は妨げない。 

（会議） 

第６条 会議とは、総会と臨時総会とし、全会員をもって構成する。 

（1） 総会は、次の事項を審議する。 

① 規約の改正に関すること 

② その他、会長が必要と認める事項 

（2） 会議は、いずれも会長が招集し、議長となる。 

（3） 会議は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところ

による。 

（4） 欠席の場合は、「委任状」を提出することとする。但し、「委任状」がない場合

は、会長に一任したものとする。 

（活動運営費） 

第７条 活動運営費は、事業活動に付随する収入及び寄付金、または、その都度、必要な

金額を会員から集める。 

（加入） 

第８条 当会に入会しようとする者は、「加入申込書」を提出すること。 

（委任） 

第９条 この規約の施行に関して、必要な事項は会長・副会長が別に定める。 

 

附則 この規約は、平成 17年 4月 16日より施行する。 


